
報告事項（４） 

 

   武蔵野市子ども図書館文芸賞実施要綱の一部を改正する要綱 

 

 武蔵野市子ども図書館文芸賞実施要綱（平成28年６月15日施行）の一部を

次のように改正する。 

 次の表中、改正後の欄にのみ下線が引かれた部分については、対応する説

明の欄に掲げる改正を行う。 

 

改正前 改正後 説明 

 （優秀作品の数） 

第８条 （略） 

２  銀賞は、小部門ごとに１点

以内を選考するものとする。 

 

 

 

 

３  （略） 

 （優秀作品の数） 

第８条 （略） 

２  銀賞は、小部門ごとに１点

以内を選考するものとする。

ただし、小部門ごとに１点を

選考することができない場合

は、中部門ごとに３点以内を

選考するものとする。 

３ （略） 

 

 

 

 

ただし書の追加 

 

 

   付 則 

 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 


